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コンプライアンス規程 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人地域問題研究所（以下「研究所」という。）におけ

る事業理念に基づき、コンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定め、

これを適切に運用することによりコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上

を図ることを目的とするとともに、研究所のすべての役員及び労働者（正所員及

び定年後再任用雇用者、嘱託・パートタイム労働者）は、これを遵守するものと

する。 

（適用範囲） 

第２条 この規程は、研究所における事業活動の全てに適用する。 

２．この規程は、研究所の全ての役員及び労働者に対して適用する。 

（定義） 

第３条 この規程において「コンプライアンス」とは、研究所の事業活動が法令の目 

的である社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して行動することをいう。 

２．この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく命令（告示、通知

を含む。）、条例、定款、各種規程、業界自主規制並びにこれらに関連する通知

等明確に文章化された社会的基準をいう。 

 

第２章 倫理に関する事項 

（基本的人権の尊重） 

第４条 研究所は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける

行為をしてはならない。 

（法令順守） 

第５条 研究所は、関連法令及び研究所の定款、その他の規程・内規を厳格に遵守し、

社会的規範に反することなく、適正に事業を運営しなければならない。 

２．研究所は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。 

３．役員及び労働者は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を

認めた場合は、躊躇することなく各規定に則り対応しなければならない。 

（私的利益追求の禁止） 

第６条 役員及び労働者は、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求に

利用することがあってはならない。 

（利益相反行為の禁止） 
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第７条 役員及び労働者は、その職務の執行に際し、研究所との利益相反が生じる行

為をしてはならない。 

（特定の利益を与える行為の禁止） 

第８条 役員及び労働者は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う

ものに対し、寄付その他特別の利益を与える行為を行ってはならない。 

 

第３章 コンプライアンスに関する事項 

（体制） 

第９条 コンプライアンス推進の最高責任者は、理事長とする。 

２．コンプライアンス活動のうち重要事項の決定は、執行会議が行うこととする。 

３．コンプライアンスに係わる運用を適切に行うために、コンプライアンス委員

会を設置する。 

４．コンプライアンス委員会の委員長を理事長とし、委員会メンバーは委員長が

選任するコンプライアンス委員により構成する。 

５．コンプライアンス委員会事務局を総務部に置き、コンプライアンス活動及び

通報・相談の窓口とする。 

（コンプライアンス委員会） 

第10条 コンプライアンス委員会は、次の権限をもつ。 

(1) コンプライアンスに係わる重要事項の調査、企画、立案 

(2) コンプライアンスに関する規定の制定及び改廃についての審議 

(3) コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善に関する審議 

(4) コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直しに関する審議 

(5) その他、コンプライアンスの取り組みにおいて必要と認められた事項の審議 

（コンプライアンス委員会事務局） 

第11条 コンプライアンス委員会事務局は、次の事項を行う。 

(1) コンプライアンスに関する調査及び情報の収集、分析 

(2) コンプライアンスに関する規定の起案 

(3) コンプライアンスに関する内部監査の計画、実施、評価、改善 

(4) コンプライアンス教育の計画、管理、実施、見直し 

(5) コンプライアンスに関する事項の指導、助言 

(6) コンプライアンス委員会の運営事務 

(7) コンプライアンス通報・相談の窓口業務 

（役員及び労働者の義務） 

第12条 役員及び労働者は、この規程の目的を踏まえ法令等を遵守し、職務に務める

ものとする。 
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２．役員及び労働者は、自らの職務を務めるにあたり、以下に掲げる行為を行っ

てはならない。 

(1) コンプライアンス及び法令等に違反する行為 

(2) 他の役員及び労働者に対する法令等に違反する行為の指示、命令、教唆又は

強要 

(3) 他の役員及び労働者が法令等に違反する行為を行うことの許可、承認又は黙

認 

(4) 他の役員及び労働者若しくはその他の者から依頼、請負又は強要により法令

等に違反する行為を行うことへの承諾 

(5) 反社会的勢力との関係及び取引行為 

(6) 人種差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、妊娠、出産、育

児休業、介護休業等に関するハラスメント行為 

(7) 国内外の官民を問わず汚職や賄賂等 

(8) 不当な取引制限（入札談合等） 

(9) 研究所内で知りえる顧客並びに当社の機密情報を第三者に漏洩する行為 

(10) その他、前各号に準ずる不適切な行為 

（内部通報） 

第13条 コンプライアンス違反行為又はその疑いがあるという情報に接した役員及び 

労働者は、速やかにその旨をコンプライアンス相談窓口へ通報するものとする。 

２．コンプライアンス通報・相談窓口は、通報を受けた内容についてコンプライ

アンス委員会へ報告しなければならない。 

３．コンプライアンス委員会は、通報を受けた内容についてコンプライアンス違

反行為の事実関係を速やかに調査しなければならない。 

４．コンプライアンス委員会は、調査内容に応じて専門の調査チームを設置する

ことができる。 

５．研究所は、コンプライアンス違反行為を通報したことを理由として、解雇そ

の他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。 

６．研究所は、通報したことを理由として、職場環境が悪化することのないよう

に適切な措置を執らなければならない。なお、通報者等に対しての不利益な取

扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、それを行った者に対する処分を

課すことができる。 

７．通報された内容及び調査で得られた個人情報を含むその他の情報について、

正当な理由なく第三者に開示してはならない。なお、通報された内容及び調査

で得られた個人情報の漏洩等を行った者がいた場合には、それを行った者に対

する処分を課すことができる。 

（監査） 



4 

第14条 コンプライアンス委員会は、定期的に若しくは必要に応じてコンプライアン

ス遵守状況について内部監査を実施する。 

（教育・研修） 

第15条 研究所は、次に掲げる目的のため必要に応じて教育・研修を実施する。 

(1) コンプライアンスへの関心を高めること 

(2) コンプライアンスについての正しい知識を付与すること 

２．教育・研修会の受講を命じられた役員及び労働者は、正当な理由がない限り

拒否することができない。 

（懲戒処分） 

第16条 コンプライアンス委員会による調査、協議の結果、コンプライアンス違反行

為が明らかになった場合には、当該行為に関与した者に対し、役員及び労働者

は第18条等に基づく処分を執行会議にて決定する。 

２．コンプライアンス違反行為が未遂によるものであったとしても、明らかな意

思に基づいて行われる恐れがあったと認められた場合には、程度に応じて適正

な処分を課す。 

３．コンプライアンス違反行為を自主的に申告した者に対しては、処分を減免す

ることがある。 

（免責の制限） 

第17条 役員及び労働者が次に掲げることを理由に自らが行ったコンプライアンス違

反行為の責任を免れることはできない。 

(1) 法令等について正しい知識がなかったこと 

(2) 法令等に違反しようとする意思がなかったこと 

(3) 研究所の利益を図る目的で行ったこと 

(4) 他の役員及び労働者の指示・教唆により行ったこと 

（懲戒の種類） 

第18条 懲戒の種類は、次のとおりとする。 

(1) 訓  告：文書によって厳重注意をし、将来を戒める 

(2) け ん 責：始末書を提出させ、将来を戒める 

(3) 減  給：始末書を提出させ、将来を戒めるとともに、賃金を減ずる 

(4) 出勤停止：始末書を提出させ、７労働日以内の期間を定めて出勤を停止する 

(5) 降  格：役職の罷免及び引下げ並びに資格等級の引下げのいずれか、又は

双方を行う 

(6) 諭旨解雇：懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められる時

は、合意退職に応ずるよう勧告する 

(7) 懲戒解雇：予告期間を設けることなく即時解雇する 

（是正措置） 
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第19条 コンプライアンス違反行為が行われたことが明らかになった場合には、コン

プライアンス委員会は原因究明を行い、当事者及び関係者への指導・助言を行

うとともに、必要に応じて執行会議への勧告を行って緊急停止・改善命令を発

するよう促し、速やかな是正措置を講じなければならない。 

２．コンプライアンス違反行為を行った者が理事長又はその他の役員であった場

合、コンプライアンス委員会はその事実を理事会に報告し、速やかに是正措置

が講じられるように理事会としての然るべき対応を促すことができる。 

３．是正措置が講じられた後、コンプライアンス委員会は再発防止策を取り纏め、 

全ての役員及び労働者に対してその内容を報告するとともに、指導・助言を行

わなければならない。 

 

第４章 情報公開に関する事項 

（法人の責務） 

第20条 研究所は、原則として、一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、 

個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなけ

ればならない。  

（利用者の責務)  

第21条 第24条に規定する情報開示の対象書類を閲覧ないしは謄写した者は、これに

よって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に

関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

（情報公開の方法） 

第22条 研究所は、情報公開の対象に応じ、公告、公表、書類の事務所備え置き並び

にインターネットの方法により行うものとする。 

（公 告) 

第23条 研究所は、法令並びに定款の規定に従い、必要な情報について公告を行うも

のとする。 

２．前項の公告については、定款に定める方法によるものとする。 

（書類の事務所備え置き） 

第24条 研究所は、法令の規定に従い、別紙１に掲げる書類の事務所備え置きを行い、 

すべての正会員に対し閲覧に供する。 

２．前項の規定による情報開示の内容、方法等の詳細は理事長が定める。 

（閲覧場所及び閲覧日時） 

第25条 研究所の事務所備え置きの対象とする書類の閲覧場所は、主たる事務所とす

る。 
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２．閲覧の日は、研究所の休日以外の日とし、業務時間のうち午前10時から午後

４時までとする。ただし、研究所は、正当な理由があるときは、閲覧希望者に

対し、閲覧日時を指定することができる。 

（閲覧等に関する事務） 

第26条 第24条に基づき別紙１に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定

めるところにより取扱うものとする。  

(1) 様式１に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。  

(2) 閲覧等申請書が提出されたときは、様式２に定める閲覧等受付簿に必要事項

を記載し、閲覧に供する。 

(3) 閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。 

（インターネットによる情報公開） 

第27条 研究所は、その事業活動に関する透明性を図るため、第23条ないし第25条に

よる情報公開のほか、広く一般の人々に対しインターネットによる定款、事業

計画、予算、事業報告、財務諸表等の情報公開を行うものとする。 

２．前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。 

 

 

附 則 

 

この規程は、令和５年１月１日より施行する。 

令和 ７年 １月 １日 改定 
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閲 覧 等 申 請 書  （案） 

 

一般社団法人地域問題研究所 

理事長 青 山 公 三 殿 

 

申請年月日              

申請者                

申請者住所 〒            

             

電話番号               

 

以下のとおり、 閲覧  ・ 謄写 を申請いたします(該当するものを○で囲んでください)。  

 

なお、私（申請者）は、下記の目的に従って閲覧等をした書類から得た情報を、当該目的

に即して適正に使用するとともに、当該情報によってみだりに第三者の権利を侵害しない

ことを誓約いたします。 

 

閲覧等の目的 

 

 

 

閲覧を求める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（様式１） 
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閲 覧 等 受 付 簿 

 

受付番号 受付年月日 申込人の住所・氏名 担当者名 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

（様式２） 



9 

（別紙１） 

 

対象書類等の名称と備置期間 

対 象 書 類 備 置 期 間 

１ 定款、社員名簿 永久 

２ 事業計画書、収支予算書、資金調達書及び設備投資

の見込みを記載した書類 
当該事業年度の終了時まで 

３ 各事業年度の事業報告、貸借対照表及び正味財産増

減計算書、これらの附属明細書並びに財産目録 
５年間 

４ 総会、理事会、監事会等の議事録等 １０年間 

５ 総会における代理権を証明する書面及び議決権行

使書面 
１年間 

 


